
　
題
に
つ
い
て
電
話
相
談
を
受
け

　
付
け
ま
す

▼
電
話
・
問
い
合
わ
せ
先
　
長
崎

　
地
方
法
務
局
（
☎
０
９
５
―
８

　
２
６
ー
８
１
２
７
）

▼
と
　
き
　
10
月
３
日
（日）
　
11
時

　
か
ら
16
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
島
原
文
化
会
館

▼
内
　
容
　
解
雇
、
賃
金
、
労
働

　
時
間
な
ど
働
く
人
、
事
業
主
か

　
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先
　
県
労
働
相
談

　
情
報
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
９
５
―

　
８
２
１
―
１
４
５
７
）

一
部
免
除
後
の
納
付

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
に
は

全
額
免
除
の
ほ
か
に
４
分
の
１
、

半
額
、
４
分
の
３
が
免
除
さ
れ
る

一
部
免
除
が
あ
り
ま
す
が
、
免
除

さ
れ
た
残
り
の
保
険
料
を
納
付
し

な
か
っ
た
場
合
は
一
部
免
除
は
無

効
と
な
り
、
未
納
と
同
じ
扱
い
に

な
り
ま
す
。
万
が
一
の
時
に
障
害

基
礎
年
金
な
ど
が
受
給
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
一
部
免

除
の
承
認
通
知
後
に
保
険
料
の
納

付
書
が
届
い
た
ら
、
期
限
内
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
出
張
相
談
所

▼
と
　
き
　
９
月
22
日
（水）
・
10
月

　
20
日
（水）
　
10
時
か
ら
15
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
ロ
ビ
ー

▼
募
集
人
数
　
20
人

▼
申
込
方
法
　
相
談
所
開
設
日
の

　
10
日
前
ま
で
に
年
金
相
談
受
付

　
票
に
よ
る
予
約
（
電
話
予
約
可
）

　
を
し
て
く
だ
さ
い

ね
ん
き
ん
定
期
便
等
相
談
所

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
出
張

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼
と
　
き
　
毎
週
木
曜
日
　
９
時

　
か
ら
15
時
ま
で

▼
と
こ
ろ
　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
ロ
ビ
ー

▼
申
込
方
法
　
当
日
先
着
順
に
受

　
付
ま
す
の
で
「
ね
ん
き
ん
定
期

　
便
・
特
別
便
」
に
同
封
し
て
あ

　
る
書
類
、
印
鑑
、
年
金
手
帳
ま

　
た
は
年
金
証
書
な
ど
参
考
と
な

　
る
書
類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先

　
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
国
民
年
金

班
（
☎
内
線
２
３
２
）
ま
た
は
有

明
支
所
（
☎
内
線
５
０
４
）

お
ゆ
ず
り
し
ま
す

　
少
年
少
女
世
界
文
学
全
集
、
二

段
ベ
ッ
ド
（
２
台
）
、
陸
上
ス
パ

イ
ク
シ
ュ
ー
ズ
（
女
子
用
26
セ
ン

チ
）
、
自
転
車
（
６
段
切
替
）
、

卓
球
台
、
洋
服
ダ
ン
ス
、
鏡
台

お
ゆ
ず
り
く
だ
さ
い

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
（
新
生
児

用
）
、
補
助
バ
ッ
グ
（
島
原
高
校

用
）
、
ベ
ッ
ド
（
大
人
用
）
、
冷

蔵
庫
、
業
務
用
か
き
氷
機

　
詳
し
く
は
、
市
民
生
活
グ
ル
ー

プ
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
（
☎
内
線

１
８
４
）
へ
。　4年後の平成26年に長崎がんばらんば国体が開催され、本市

はサッカー、バレーボール、レスリング、弓道の会場となるこ
とが決まっています。
　そこで、この巨大な「サムライブルー龍馬像」を長崎国体成
功に向けたシンボルとして、またスポーツイベント誘致や観光
のシンボルとして、島原復興アリーナの一角に設置します。
　この龍馬像の移送と設置に少なからず費用がかかるため、寄
付金を募ることとしました。この趣旨に賛同いただける方に、
龍馬像の移設に係る寄付をお願いいたします。
寄付の方法
①市役所に直接来庁されての寄付
②現金書留による寄付…受取人の欄に「龍馬像移設の寄付金」と
　明記のうえ、下記に記載している窓口まで郵送してください
③「ふるさとしまばら寄付金」制度の活用…申込書に記入が必
　要ですので、下記までご連絡ください。申込書を送付いたし
　ます
　※申込書は市ホームページからダウンロードすることもでき
　　ます
　※「ふるさとしまばら寄付金」は「ふるさと納税」を活用し
　　たもので、生まれ育った故郷や、応援したい自治体などに
　　贈る寄付金で、税の減額措置が受けられる場合があります。
　　詳しくは、税務グループ（☎内線１７１）まで問い合わせ
　　てください。

寄付に関する窓口および問い合わせ先
　〒855－8555　島原市上の町537番地
　政策企画グループ　政策振興班
　☎ 62－8012　FAX 62－8007
　電子メール：seisaku@city. sh imabara . lg . jp

平成22. 9.  　16

国
民
年
金
コ
ー
ナ
ー

巡
回
労
働
相
談
所
の
開
設

不
用
品
の
交
換

「サムライブルー龍馬像」 　　
　移設に係るご寄付のお願い

ワールドカップ南アフリカ大会サッカー
日本代表の応援シンボルとして使用され
た龍馬像（高さ10ｍ、幅5ｍ）


